
別記様式

物品等の名称及び Ｈ２９管内クライアントＰＣ１式賃貸借
数量

契約担当官等の氏 支出負担行為担当官　関東地方整備局長　大西　亘
名並びに所属する 埼玉県さいたま市中央区新都心２番地１
部局の名称及び
所在地
契約締結日 平成29年4月3日

契約の相手方の ユニアデックス(株)
氏名及び住所 東京都江東区豊洲１－１－１

契約金額 ￥13,926,600円（税込み）
（消費税及び地方
消費税含む）
予定価格 ￥14,358,600円（税込み）
（消費税及び地方
消費税含む）

随意契約によるこ
ととした理由

　　　備　　　　　考 会計法第29条の３第４項　　予決令第102条の４第４号

注）１．公表対象随意契約が単価契約である場合には、契約金額欄に契約単価を記載するとともに
　　　　備考欄に単価契約である旨及び契約単価に予定調達数量を乗じた額を記載する。
　　２．予定価格を公表しないこととした場合、予定価格の欄には「非公表」と記載する。

随意契約結果書

　本業務は、平成31年度に実施予定のWindows10導入時の更新作業効率
化、機種統合による運用費用の削減及び契約手続の削減を目的として、現
在４契約に分割しているクライアントＰＣの賃貸借契約を２契約に集約するた
め、該当する管内クライアントＰＣの再賃貸借を行うものである。
　既存クライアントＰＣは、関東地方整備局の運用環境に合わせた仕様に基
づき、設定をした上で導入したものであり、安定的河道が確認されているもの
である。
　賃貸借契約の集約のため、集約する各賃貸借契約（Ｈ２４－Ｈ２８管内クラ
イアントＰＣ１式賃貸借、Ｈ２５－２９管内クライアントＰＣ１式賃貸借）の賃貸借
期間をそろえる必要があり、そのためには、先に賃貸借契約期間が終了する
クライアントＰＣ（Ｈ２４－Ｈ２８管内クライアントＰＣ１式賃貸借調達分）の短期
間（約10ヶ月）の運用を行う必要がある。
　短期間の運用のために、新たなクライアントＰＣを調達し、既存クライアント
ＰＣと同様の環境の構築を行うことは、既存クライアントＰＣを継続運用する場
合に比し高額となることを踏まえ、経済性の観点から既存クライアントＰＣに
て運用することが望ましい。
　よって、当該クライアントＰＣを導入した上記業者以外に競合するものはな
く、下記適用法令に基づき、上記業者と随意契約を行うものである。


